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はしがき

本マニュアルは，宿日直において初めて令状事務を担当する職員を主な対象として作成

したものです。通常逮捕状の処理を始め，各種令状の処理を行うにあたり，主な手順及び

その際の注意点等をまとめた内容となっているので，本マニュアルを活用し，具体的な事

件処理については，当番裁判官に相談し，その指示に従ってください。
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※保釈については，保釈マニュアルを参照してください。



1令状当番裁判官

令状当番裁判官は，月ごとの『令状当番表』に記載されている｡ 令状当番表は,■■■

囹ﾌｧｲﾙに記載されているので,当日の令状処理庁と裁判官名を確認する。
当直における一般令状は，原則として，千葉簡易裁判所名義で処理することになるが，

令状当番表の裁判官名欄に，○印が付されている裁判官の場合には，千葉地方裁判所名義

で処理する一令状当番裁判官が千葉地方裁判所名義で処理する場合，応援裁判官も千葉地

方裁判所名義で処理する。

なお，千葉地方裁判所として処理すべき令状（関税法121条所定の許可状）があるの

で注意する。

2 令状等の処理に関する帳簿等の種類

令状処理に必要な帳簿等は，予め，地裁刑事訟廷事件係又は簡裁刑事係（以下「刑事担

当者」という。）から当直室に引き継がれている。令状処理の際は，処理庁に対応する帳

簿を選択して使用する。なお，平成30年12月1日から，令状に庁印を押捺しない取扱

いとなったため，庁印は当直室に引き継がれない。

当直勤務終了後，これらの帳簿等はそれぞれの刑事担当者に引き継ぐ。また，処理終了

後の令状関係書類(逮捕状請求書謄本,令状審査表等)は,｜ ｜の｢令状関係書
類引継簿」により処理庁の刑事担当者に引き継ぐ。

ｰ

2-1 地裁の帳簿の種類とその区分等

帳簿の名称 帳簿内区分等

令状請求事件簿（逮捕・捜索差押） 逮捕状，捜索差押，鑑定処分，検証 身体検査，

通信傍受，通信傍受延長，引致状，行ク（※出管法

31条，児童虐待の防止等に関する法律9条の3）
ｰ

令状請求事件簿（鑑定留置等） ｜鑑定留置状，観護措置，勾引状

際急時用帳簿 ー§利用不可の場合に，

勾留，勾留延長，接見等禁止請求，準抗告申立，

保釈請求を立件する。

’ ﾛ庁外事件関係送付簿

上訴申立書等記録簿(被疑者国選

請求用）

上訴申立書等記録簿 ※上訴，抗告，被疑者の勾留執行停止申立は，

の帳簿に登載する。

》
」

被疑者弁護人選任申出通知簿

被疑者国選対象事件ファイル

(不在・不受任通知管理簿）
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上記帳簿のほか，書類引継用の青色箱が当直室に引き継がれる。

の帳簿の種類とその区分等2－2

帳簿内区分帳簿の名称

逮捕状，捜索差押，鑑定処分，検証，身体検査，

引致状，保護許可，観護状，臨検（行イ）

令状請求事件簿

雑（接見等禁止請求は除く），再審，訴費免刑事雑事件簿

ー§利用不可の場合に，
勾留，勾留延長，接見等禁止請求を立件する。

’ |緊急時用帳簿

上訴申立書等記録簿(被疑者国選

請求用）
ｰ

※上訴，抗告，被疑者の勾留執行停止申立は，こ

の帳簿に登載する。

上訴申立書等記録簿（上訴用）

被疑者私選弁護人選任申出通知簿

私選弁護人申出通知書

上記帳簿のほか，書類引継用の黄色箱が当直室に引き継がれる。

ｰ
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3 各種請求事件と事務処理

各種令状処理にあたっては，令状チェックシートや令状審査表を使用し，細心の注意を

払って処理に当たるようにする。各種令状の受付から発付までの処理方法については次に

示すとおりである。

なお，平成30年12月1日から，令状に庁印を押捺しない取扱いとなった。

3－1 通常逮捕状

① 受付

逮捕状請求書の形式的記載事項（日付，請求先，警察署印，請求者の押印等）及び請

求書の謄本が添付されていることを確認した上，請求書原本及び謄本の1枚目余白に当

直受付日付印を押す。令状請求事件簿に所要事項を記載し，請求書原本及び謄本に事件

番号を記載した上，請求書原本に認印する。

事件符号は，地裁が㈱，簡裁が(る)である。

ー

令状
種別

請求者の
所属庁

結果 受領印 備考被疑者等 裁判官事件番号 罪名等受付

莞 付 当直受理

④千葦 億 甲 遥分l/1 0 慧鐙穀偲5020 千最十夫

当直受理発 付
甲

1か月 ③雄田 秀一5021 窃盗千景車 》癖 当直受理

③宮埼 含朋 甲葛老酒毒5022 千壷蜀

令状請求事件簿（逮捕状） 記入例

ー

ニ
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② 受付の注意点等

ア 請求権者

通常逮捕状の請求権者は，検察官，司法警察員であり，司法警察員の場合は，公安委

員会の指定した警部以上の者に限られている。なお，特別法に定める司法警察員は，麻

薬取締官（員），海上保安官（補）等があり，その権限の範囲には事項的又は地域的に

制限があるので請求があった場合には注意を要する（刑訴法190条参照）。

イ 請求先

休日は，警察署が請求書のあて先を空欄にしたまま請求することがあるので，その際

は，令状処理庁を確認し，受付時に請求者に記入させる。

ウ 令状種別

通常逮捕状の請求の場合，事件簿の令状種別欄には，「甲」と記載する。

エ 人定事項の確認

被疑者の入定事項は，請求書とともに警察から提出された疎明資料（以下「疎明資料」

という。）にある戸籍謄本や在籍照会等を十分に確認する。

被疑者氏名不詳の場合には，人相，体格等被疑者を特定するに足りる事項を記載する

か，または被疑者の写真を添付して特定することがあるので注意する。

オ 有効期間

有効期間は，原則として7日（初日不算入）であるが，更新令状以外の場合で，7日

を超える請求がなされた場合は，その事由をよく確認し，疑問がある場合は，裁判官の

指示を受ける。

力 令状審査表による請求書の点検

令状審査表に従い，疎明資料を確認しながら，請求書を点検，審査する。

＝

逮捕状請求書（甲）
平蹴Z喜 隼 1 月 l0 B

1麦間岳 穣判所

"皇蓋騒ぎ"““鋤
下樋祇耀春に封し、 蕊 盗 致 爆 菰踊事件につき

途捕縄の落付を調求する．

稲

l 試溌巷

丘 名 手 麦 健

年 師． 昭和 ろZ隼 10月 Z日生（4尋歳》

砿 鍵 、会 甦 氏

侭 居 魚京蝦轟刈謹夫増6丁函5雲7号 典進4号

③ 通常逮捕状の作成

通常逮捕状用紙を用い，請求書と

疎明資料に基づいて，所要事項を記

載する。令状作成システムを使用し

て作成する場合は，必要事項を入力

する。

ｰ

そ
哩

四
３

４
ｓ

６
７

争蓑奉央等零号具健逮捕蛤も\葛する等泰寿

6 蕊考罐捕を必要とする事箇

■ 巾 e 4 b e B ゆ り も , 6 4 ■ 巾 4 心 ■ 心 ■ ･ b e , 6 4 巾 p , 凸 , ,

7＄馨軒に緑し‘侭一“罪寒又倣硯に檀垂中である也蝿皿寒について．駒に雄補於啄栄又IA

2壁塑圭竺些-塑騨哩竺竺哩二竺塞E譽驫…遣綴…
そ
唖

8きり方円囲諦．曇加了為惇轡仁夙する缶唾ひ提t緬祷荻剛7睦饗に園する符韓…I外の正に
ついて吐き万円）以下一金．拘琶叉圃阿弄に当足る足についてば．卿毒織釜葱1回。鍾鷲1項だだL

詐

？
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④ 裁判官への提出

準備した逮捕状を請求書と令状審査表とともにクリアファイルに入れ，疎明資料を添

えて裁判官に提出する（※更新令状請求の場合は，返還令状も同時に提出する。）。

⑤ 通常逮捕状の発付

ア 請求者への交付

令状は，令状審査表に基づき,裁判官の押印，契印，訂正印等の漏れがないことを確

認し，疎明資料とともに請求者に交付し，令状請求事件簿に受領印を受ける。請求書謄

本は裁判所で保管する。裁判官の指示により，請求書に訂正すべき事項がある場合は，

必ず請求者に訂正してもらい，謄本も同様に訂正させるのを忘れないようにする。

イ 帳簿の記載等

有効期間が7日を超えて許可した場合は，令状請求事件簿の該当事件の令状種別欄の

「甲」と記載した下に有効期間を「1か月」などと記載する。※前記記入例参照

ウ 返還令状

令状の返還を受けた場合は，送付書に受付日付印を押し，引継簿により刑事担当者に

引き継ぐ。本庁以外の支部や簡裁で発付した令状の返還は，発付した庁に返還するので

本庁当直では受領しないように注意する。

⑥ 却下の処理

ア 却下決定の付記

請求書原本の余白に，却下用のゴム印を使用して；裁判官が記名押印してこれを請求

ー

者に交付する。

本件請求を却下する。

平成 年 月

千葉●●裁判所

裁判官 西 倉

日

イ 帳簿の処理

令状請求事件簿の結果欄の「発付」の文字を抹消し，「却下」と記載する。

※前記記入例参照

ウ 請求書原本の返還

請求書原本及び疎明資料を請求者に返還し，令状請求事件簿に受領印を受ける。

エ 謄本の保管

請求書謄本は，その上部欄外に「○月○日却下」と表示し，裁判所で保管する。

⑦ 撤回の処理

ア 帳簿の処理

令状請求事件簿の結果欄の「発付」の文字を抹消し,．「撤回」と記載する。

イ 請求書原本の返還

請求書原本及び疎明資料を請求者に返還し，令状請求事件簿に受領印を受ける。

ウ 謄本の保管

請求書謄本は，その上部欄外に「○月○日撤回」と表示し，裁判所で保管する。

ｰ
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3-2 緊急逮捕状

① 受付の注意点等

処理手順については，通常逮捕状の場合とほぼ同様であるが，ここでは，特に注意

すべき点について説明する。緊急逮捕状を処理する場合は，その性質を勘案し，他の

事務処理よりもできる限り優先して行うようにする。

ア 請求権者

検察事務官，警部補以下の警察官でも請求できる。

イ 帳簿の記載等

令状請求事件簿の令状種別欄に「乙」と記載する。

ウ 受理時刻の記入

逮捕後直ちに請求手続きをしなければならない（刑訴法210条）ので，緊急逮捕状

請求書原本及び謄本の受付印の受理時間記入欄に必ず時刻を記入する。
＝

緊急逮捕状請求の場合は受

理時刻を記入する。

※請求書謄本にも受勇

入する。

も受理時刻を記
事件符号

※ 簡裁「る」

※ 地裁「む」

② 請求書の点検

ア 要件

緊急逮捕は，死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁鋼にあたる罪であ

ることが要件とされている。例えば，道路交通法違反（報告義務違反）は，法定刑が，

「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」であるから緊急逮捕はできない。いわゆるひ

き逃げ事案において，過失運転致傷並びに道路交通法違反（救護義務違反及び報告義務

違反）の被疑事実で緊急逮捕状の請求がなされることがあるので注意する。このような

場合の処理としては，過失運転致傷及び道路交通法違反（救護義務違反）の被疑事実だ

けを記載した緊急逮捕状を発付する方法が考えられる。

イ 請求書の記載漏れに注意

逮捕状請求書（乙）の「逮捕の年月日時及び場所」，「引致の年月日時及び場所」の
記載漏れが特に多いので注意する。

③ 緊急逮捕状の作成から発付までは，通常逮捕状の処理と同様である。
④ 請求の却下

緊急逮捕状は既になされた逮捕の追認であり，「撤回」させるという処理はないので

注意する。裁判官が請求を審査した結果，要件を欠いている場合，明らかに逮捕の必要

性がないと認められる場合，請求の方式に違反している場合，請求が著しく遅延した場

合には却下することになる。却下の場合の処理方法については，通常逮捕状の場合と同

じであるが，却下の理由を明示する場合もあるので裁判官の指示を受ける。

ー
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3-3 その他の令状

その他の令状の種類としては次のとおりである。

請求権者事件符号

關醐

(る）｜㈱
(る）｜㈱
(る）｜㈱
(る）｜塑
{る）｜㈱
(る）｜闇

令状種類

検察官，検察事務官，司法警察員（司法警察員の

場合，司法巡査は含まれないが，通常逮捕状と異

なり，警部以上に限られない。）

捜索差押許可状

捜索許可状

差押許可状

鑑定処分許可状

検証許可状

身体検査令状

税関職員及び収税官吏

※東京税関成田税関支署からの関税法121条

に基づく令状請求については,千葉地裁にしか管

轄がないので注意1

㈱偽）臨検捜索差押許可状

ｰ

偽）｜ ㈱｜保護観察所長引致状

検察官（検事総長が指定する検事），司法警察員

（公安委員会が指定した警視以上の者など）

㈱傍受令状 不可

※国際捜査共助等に関する法律12条に基づく差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証

の請求については，千葉型塗にしか管轄がないので注意！

行政事件

入国警備官行ク臨検捜索押収許可状（

出管法31条）

行イ

①都道府県知事,②政令指定都市の長,③児童相

談所設置市の長もしくは①ないし③から権限委

任を受けた児童相談所長

※当直では地裁名義で発付する。

臨検捜索許可状

（児童虐待の防止等に

関する法律9条の3）

行イ 行ク

ｰ

上記の令状は，逮捕状と異なり，請求書謄本の提出は不要である。ただし，当庁では，

公安事件に限り，謄本1部を提出させている。

令状区分に従い，令状請求事件簿に所要事項を記載して立件し，逮捕状の処理に準じ

て処理を進める。

夜間執行の許可（捜索差押許可状，検証許可状等）

捜査機関は，令状に夜間実施を許可する旨の記載がなければ，日の出前・日没後には，

人の住居等において令状による捜索差押えを実施することができない。

夜間執行の許可を求めてきたときは欄外に次のようなゴム印を押し，必要と認めら

れる場合は裁判官が押印をする。

刑訴法116条 日出前，日没後には，令状に夜間でも勢W子することができる旨の記載がなければ，差押状

又は捜索状の尋Wﾃのため，人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは彫舶内に入ることはできなし＄

‐7－



裁判⑭この令状は日出前又は日没後においてもこれを行うことができる。

令状準備後の事務処理

令状準備後の事務処理の要領は，

れに準ずる扱いである。

却下の場合を含めて通常逮捕状の場合と同じか，又はこ

ｰ

ー
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3-4 準抗告申立

当直において，準抗告の申立があった場合は，当直室備付の「当直にお

ける準抗告事件の処理について」に従って処理する。

受付

請求先は，常に千葉地方裁判所となる（地裁の専属管轄）。

刑訴法429条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は､簡易裁判所の裁判官がした裁

判に対しては管轄地方裁判所に､その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判

の取消又は変更を請求することができる。

ｰ

ｰ
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3-5 勾留期間延長請求（勾留延長）

① 受付等

勾留期間延長請求（以下「勾留延長」という。）の受付は，請求書に受付印を押し，

’
－

｢登録・採番」により事件番号

を採番する1_ __ －－ロマニユアル26頁参照）。

なお，形式的記載事項の確認に当たっては，原則として被疑者の勾留期間は勾留請求

の日から起算して10日間（刑訴法208条1項）であることに注意する。

② 記録を裁判官に提出

請求書を含む捜査記録（勾留状添付）を担当裁判官に提出し，勾留状2枚目の延長期

間 延長決定の日付，理由，裁判官名の記載をしてもらい，押印をもらう。

③ 裁判官から記録が戻った後の処理方法

ア 請求の認容の場合

勾留状2枚目に延長期間 理由，延長決定の日付，裁判官名及び押印があるかを確認

する。

書記官は，「勾留状を検察官に交付した年月日」欄の日付に交付の日を記載し，裁判

所書記官欄に記名し，職印を押す。※記載例参照

ー

’

イ 延長期間短縮の場合

勾留を延長する期間は必ずしも請求どおりでなく,裁判官の判断によって短縮される｡勾留

を延長する期間が請求よりも短縮された場合は,速やかに検察庁に短縮した旨を電話連絡す

る(検察庁からの要望)。書記官は，「勾留状を検察官に交付した年月日｣欄の日付に交付の

日を記載し,裁判所書記官欄に記名し,職印を押す。

’
ー

ウ 請求の却下の場合

請求が不適法又は理由のないときは，却下の裁判をする。この場合は，請求書上部の

余白に下記のゴム印を押し，裁判官の記名印を押し，理由を確認し記載した上で，裁判

官の印を受ける。

本件請求を却下する

理由

平成 年 月

千葉●●裁判所

裁 判 官 西

日

倉⑳
’

'。

- 10-



④ 記録の返還

前記ア,イ,ウ,いずれの場合であっても,請求書及び捜査記録(勾留状添付)を検察庁に

交付し,ll-~了 －1認関係送付一覧に受領印をもらう。

※ 勾留状2枚目記載例

刑事断訟法60条1項各号に定める事由

勾留延長を許可する場合は，当番裁

判官が，勾留延長請求書に添付された

勾留状の2枚目の「勾留期間の延長」

欄の延長期間及びその理由を記載し，

で日付，処理庁，記名押印する。

下記の 2，3 号に当たる。

1 被疑者が定まった住居を有し雄い，

2 被疑者が罪薩を隠滅すると疑うに足りる相当鑑理由がある．
g 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑う腱足りる相当な理由がある‘

勾 宮 期 間 の 延 長

間 延 長

9月21日まで 平成

由 理

延 長 朔

平成23年

延 長 期 間

平成 年 月 日まで

理 由理

関係人魚調べ未了

狂装紡多裁のため

鍾定未了

L三”

‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
１
１
、
ｒ
ｌ
ｌ
Ｌ

裁判官記入欄

平成23年 9月11日

千葉地方 裁判所

裁判官西 倉

平成 年 月 眉

裁判所

裁判官涼⑳

Ｉ
ｄ
Ｉ
Ｉ
ｊ
■
！
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
４
ｈ
‐
！
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ

ｌ

勾留状を換察官に交付した年月目

聿載 軍 曙 三

徴年j斯魯腰官

勾藍状を検露営に交付した年月日

平成28年 9月11日

裁判所書妃官 吉 田 文 歴
L

’書記官記入欄

勾篭状を被疑者↓く示した年月日時勾茜状とi良壷者に示した年月日時

平成 年 月 日午 時 分

刑事n種9瑳員

平成 年 月 日午 時 分

刑事施設聴員

裁判官から記録が戻されたら，形式的

記載事項 艇長期間，理由，日付，裁

判所名，記名押印）を確認し，「勾留

状を検察官に交付した年月日」欄に書

記官が日付，記名欄を記入し，職印を

押す。

ー
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3-6 観護状

少年法43条1項本文によれば，検察官は，少年の被疑事件においては，裁判官に対し

て，勾留の請求に代え，同法17条1項の勾留に代わる観護措置を請求することができる。

この令状を「観護状」又は「観護令状」と呼ぶ。

観護状を発付する場合であっても，受付から発付までの処理は，被疑者の勾留請求に準

じて行う。

① 受付

受付日付印に受遅時刻を記入し,令状請求事件簿の｢観護状｣欄で立件する｜
」。

② 観護状，調書等の作成

観護状，陳述調書の記載要領は記載例のとおりである。

観護状発付に必要な書類（観護状，調書，勾留に代わる観護措置通知（※勾留通知に

代わるもの)）は,’ ’
1こある電子ﾃｰﾀ

ｰ
にある書式を利用して手書きで作成するか，

を利用して作成する。’
※ その他 要通訳事件の場合は，勾留請求に準じて書類を準備する。

※ 観護状事案においても，被疑者国選弁護人制度の適用はある。請求があったら，勾

留請求に準じて処理する｡なお,国選関係の書類は,｜ ｜こある
電子データを利用して作成する。

※ 観護状に添付する「被疑事実の要旨」は，書き出しの部分が通常「被疑者は，」と

ある部分を「少年は，」に訂正しなければならないことに注意する。

③ 注意点等

観護状を発付するに当たっては，①勾留場所は少年鑑別所となること，②接見等禁止

が付けられないこと，③観護状の効力は，請求の日から10日間に限られ，延長は認め

られないこと，以上の点に注意する（なお，平成30年12月1日から，令状に庁印を

押捺しない取扱いとなったので，庁印の押捺は不要である。）。

④ 勾留に代わる観護状発付の場合

少年について，先に検察官から勾留請求がなされた場合で，裁判官が観護状の発付を

相当と判断した場合の措置については見解が分かれている。検察官に観護状を予備的に

請求させる取扱いが多いが，その際は，少年鑑別所に身柄の受入れが可能かどうか等を

確認する必要があるので，裁判官の指示のもと速やかに処理する。

なお，観護状を発付する場合，勾留請求は却下することが多いが，処理にあたっては

裁判官の指示を受ける。

ｰ
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1枚目（裏）観護状1枚目（表）

指揮印

刑本i斥i仏法60条1項各号に定める事由
霞

菫
唾 状

下寵の 号腱当たる．

1 少年が定まった住居を有し敏い，

2 少年が罪匝を隠減すると疑うに足りる相当な理由がある．

3 少年が逃亡し又は逃亡すると疑う&こ足りる相当鞍理由がある。

星 川 涼 介

15歳（平成8年7月17自生）

千葉市中央区中央港1－】4－1］6

中学生

氏
年

住
職

名
齢

居
藁

嘗
印

竪
富

窟
印

軽
官

少 年

鼓疑泰停に少年に対する 傷 害

ついて．同人を千葉少年挺別所に遥致する
仮 収 春 決 定

表記の少年を仮に
した怒所に収容する。

仮1露
杖 行

指揮印 の特に区雰’主 文

理 由

別砥のとおり被疑事実の要旨

刑事訴泓法60条1頌
各号に定める事由

婁面のとおり

平成23年8月18日まで有 効 期 間

この令状は．有効期間経過後は，その執行に着手することができぽい。この鳩合
には．これを当裁判所に返還し鞍ければ鞍ら戦い．

適 崇 少年法43条1項，17条の4

平成 年 月 日

f鋪裁判所

裁 判 官

この決定ば平成 年 月 日当庁において少年必亜剪g畠正して告知した

裁判所書記官

平成23年8月11日

千 葉 地 方 裁 判 所

裁 判 官 西 倉侭）
…平成23年8月11日涌 求 の 年 月 日

平 成 年 月 日 午 跨 分帆行した年月日醗
及 び 喝 所

胞 名 押 印

ｰ

|“≦。…．．
収容した年月日開

及 び 賑 扱 老醜行す ることが
でき な かったと
き 穂 そ の 事 由

露 名 押 印

’

平 成 年 月 巳

’
平 賎 年 月 日 午 誇 分収容した年月日鴎

及 ぴ 取 扱 者

※庁印の押捺は不要。

※観護状の2枚目に，被疑事実の要旨を添付する。

被疑少年陳述調書

|雷圃
’観蕊椙鱈§塵ロ

訓
訓
試
刎 ③即日追知調

調 書

振 疑 事 件 座 吉

振 廣 少 年 星 川 蓮 允

平唾2s年B月11日 ・ 干 美 堆 方 慈 判 所硬 述 を 聴 い た
年 月 日 ・ 堪 所

ー
西 倉灘 ‘ 判 官

《
里

も
も
″

蕊 判 所 書 記 官 山 室 亜 介

氏名，年鑑 瑠業 住屋は震測骨筐胃求書記載のとおり
入 定 笠 間

籍ﾄﾘ官は，砲台沈黙し，また'土個々の間司に対し賎述を拒むことができる旨を告げたう元 罐
隠置請求書菖彦受の;露事実を読み聞かせた

;震璽件に対する唾

轌人の避儲怪の筈知 鍔1宮は．弁譲人を遇儘で這る旨及〔涜凹そ“の亭岱によりBも弁議人を
遇藍することが壱を敬いと彊阻弁熱人叙遁陸を綱末することが毛登る舌を管
け．Bらに．弁灘人極任を銀疾するに峨渤寧管害を経出し破ければ虹ら狙
い皆及びその賎カカ唾塗篭以上であるときけ．ぁらかじ約‘千案県弁悪士会に
弁凝人の退任の申出をしてい披ければ虹ら欺い皆を験宗し陰

振侭少年が描定した
遁 知 先

本調書の読み間Iゴ

讃み聞かせた事項に
対する接疑少年の湛述

以上のとおり畢取し壺斎み開かせた

娠蔭少年の悪名・掴印

蒜竺奔曰月11日

編、
千墓地方裁判所

祷り所書記官 山 本 函

こう

‐13－



3-7 勾留の執行停止

勾留の執行停止とは，勾留の裁判そのものの効力は消滅させないで，その執行力のみ停

止させて被告人又は被疑者を釈放することである。多くの場合は，被告人，被疑者又は弁

護人もしくは検察官から申し立てられるが，それは，裁判所の職権発動を促す意味をもつ

ものに過ぎない。

① 受付

請求書を受理した際に，請求者に対し，被疑者か被告人（被告人の場合は第1回公判

期日前か後か）かを確認する。

② 事件簿登載

被疑者の場合は，申立書の形式的記載事項（あて先，日付，標題，標題に対応する趣

旨，請求者の記名押印が適正に記載されているか。），添付書類を審査した上，申立書

に当直受付日付印を押して，「上訴申立書等記録簿」に登載する。

被告人の場合は当直受付印を押すのみで，帳簿への登載は必要ない。

③ 処理すべき裁判所（官）

ア 被疑者の場合

勾留状を発付した裁判官の所属に関係なく，当番裁判官が処理することになる。

イ 被告人の場合

第1回公判期日前後(被告事件に対する陳述の機会を与えた時点の前後）により異な

る。

（ｱ）第1回公判期日前

当番裁判官が処理することになる。

ただし，事件により当番裁判官が処理することができない場合（簡裁事件につき

未特例判事補，地裁事件につき簡裁判事）には，当庁事務分配の定めにより次順位

者が処理することになるので，当番裁判官から直接又はその指示を受けた当直員か

ら，次順位裁判官及び担当部（係）の主任書記官又は書記官に速やかに電話で連絡

する。

（ｲ）第1回公判期日後

事件係属部（係）が処理することになるので，係属部主任書記官に電話で連絡す

る（連絡先については，「令状関係サポート連絡表」を参照）。

（ｱ)，（ｲ)のいずれであっても，申立内容により即日処理すべき場合（例えば被告人，

被疑者の手術のための入院，近親者の葬儀参列等）と，翌日の処理でも差し支えな

い場合があるので，当番裁判官と密接な連絡を取り，その指示を受けて対処する。

④ 即日処理すべき場合の手続

ア 求意見

検察官以外の者から申立があったときは，急速を要する場合を除いて検察官の意見

を聴くことになるので，求意見書を作成し，これに勾留執行停止申立書及び提出され

た書類（診断書，電報，電聴，身柄引受書等）を添付し，事件関係送付簿によって検

察庁に送付する｡求意見書の作成要領は,記載例に示すとおりであり,1

ｰ

ｰ
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lI－－‐塵ある電子ﾃｰﾀを利用して作成する。
イ 勾留執行停止決定（勾留執行停止を認める場合）

例 決定原本及び謄本（検察官，被告人又は被疑者，弁護人，収容場所の長 他の申

立人用）を作成する。勾留執行停止決定をする場合，「委託」又は「住居の制限」

が必要的条件である（実務上は制限住居の指定がほとんどと思われる。）から，そ

のいずれかの条件が決定書に明記されていなければならないことに注意する。決定

|にある電子デ書の作成要領は記載例に示すとおりであり，

－タを利用して作成する。

なお，執行停止の始期は記載しない扱いもあり，終期については土曜，日曜及び

祝日を避け，収容手続が勤務時間内に完了するよう配慮して時刻を定めている（通

常午後2時）のが実務の扱いである。

(ｲ）決定謄本は，検察官，被疑者もしくは被告人，弁護人に送達する。検察官に対し

ては，事件関係送付簿によって送付し，決定原本の余白部に

「本謄本は即日送付簿により検察庁に送付した 裁判所書記官③」

のゴム印を押して書記官が認印する。

被告人，被疑者又は弁護人らに対する送達は，直接交付できる場合を除いて，当

直勤務時間終了後，刑事担当者が行うので，帳簿により引き継ぐ。ただし，弁護人

に対しては，決定が出た旨を速やかに電話で連絡するのが適切な対応である。

L P

ウ 職権を発動しない場合（勾留執行停止を認めない場合）

申立書余白に職権を発動しない旨を記載（ゴム印を使用）して裁判官の記名印を押

し，押印を受ける。

職 権 を 発 動 し な い

千葉●●裁判所

裁 判 官 西 倉
筐-戸

検察官，関係人等に対しては，電話等適宜な方法で通知し，申立書欄外に「即日弁

護人・検察官に対し通知済」と記載し，書記官が認印することにより通知した旨を明

らかにしておく。
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求意見の記載例
被疑者に対し，弁護人より勾留執行停

止の申立がなされた場合

求意見を作成し，申立書と合綴し，令

状当番裁判官の決裁をもらい，検察庁

へ送付する。

平醗23年癖20001号

求 見
一

兵､

披 疑 者 千 葉 太 郎

被疑者に対する 窃 盗 擴疑事件について，別添のとおり

弁護人 から能執行袴9．勾留取消しの請求力iあったので，
意見を求める．

なお，不泪当とするときは，具体的錘理由を添えられたい．

平成23 垂 11 月1

千 栗 地 方

隷

日

誌 判 所

判 官 鈴 木 京

千 蕊 地 方 摂 察 庁

挨 察 官 段

見意

と思料する．上記の請求は，

ー
由理

検察官から求意見が返ってきたら，当

日の当番裁判官に提出し,判断を仰ぐ。

平成 年 月 日

千 菓 地 方 検 窯 庁

検 票 官

千 薬 地 方 誌 判 所 御中

1

決定書見本

勾留執行停止を許可する場合は，

決定書を作成するので，当直室備

え付けの用紙を使用して決定書を

起案する。

平威23年〔む〕第2Oo O1号

勾 留 執 行 停 止 決 定

被 震 老 千 築 太 園

昭和52年6月17日生

鑛疑老に対する 窃 盗 振疑毒件について，

平感2S年11月1日 弁護人 から勾留の執行停止の申出があったので，当隷判

所は，検索官の意見を聴いた上，次のとおり決定する．

主 文

上記の擴疑事件について平成23年10月29日付けでした勾智の勤行

を，平成23年11月3日から平睦23年11月4日午後2時まで得

止する．

〔娼定条件〕

號隆者.I辻 千藥市中央区中央1丁目2番3号 に居住しなければなら救い．

ー

平賊23年ユユ月ユ巳

＠
千 葉 堆 方 談 判 所

裁 判 官 鈴 木 京

〔注意藪項〕

次のいずれかの堤合に当たるときは勾留の執行停止を取り箔されることがある．

1 隷判所の定めた娼定条件に違反したとき．

2 召喚を受け，正当な理由がないのに出頭し鞍いとき、

B 逃亡し，又は逃亡すると疑うに足りる泪当趣理由があるとき．

4 罪証を隠滅し、又は罪証を隠滅すると疑うに足りる帽当軟理由があるとき．

S 被害者その他至件の審判に必要敏知識を有すると認められる者若しくはその親

族の身体若しくは財産に害を加え．若しくは加えようとし，又はこ訓らの者を星

慌させる行蕊をしたとき．
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勾留執行停止の流れ

|勾留執行停止申請

↓
｜｜ 罰1
当直日付印を押す。

／ 、
請求者に対し，担当部及び第1回公判の前・後を確認する。

'第'回公判期日後の被告人'

I
ｰ

〆 、 Kr

担当部の主任書肥官又は担

当害記官に連絡し，処理に

ついて指示を仰ぐ。

|｜即日処理■’ 即日処理しない。

I
被疑者の場合 被告人の場合

↓

上訴申立書等

記録簿に登載
｜
ｊ

ｌ
Ｌ

ｰ

I
求意見が戻されたら裁判官の判断を仰ぐ。

’ |’ ’ I

ｌ
ｌ
ｂ
Ｆ

Ｈ
Ⅱ
Ｌ l1

※送達及び通知先：検察官，弁護人，被告人，謂求者

1
1 刑事担当者へ記録等を引き継ぐ。

M

- 17-

被疑者又は第1回公判期日前の被告人

当番裁判官に処理について指示を仰ぐ。

検察官へ求意見

執行停止する。 執行停止しない。

決定書作成

謄本送達

職権

通知

不発動



3-8 勾留取消請求

1 受理時の確認事項

請求者に対し，口頭で次の事項を確認する。

被請求者が被疑者か被告人かを確認する。

被告人であれば，千葉地裁に起訴されているのか，千葉簡裁に起訴され

ているのかを確認する。

被疑者であれば，勾留日を確認する。

）千葉地裁に起訴されている被告人の場合は，

及び第'回公判期日の前か後かを確認する■
|で起訴の有無(1

Iｰ

(2)千葉簡裁に起訴されている被告人の場合は，千葉簡裁刑事担当主任書記

官又は千葉簡裁庶務課長に連絡して指示を仰ぐ（※1）。

(3)被疑者の場合は,当該事件の有無を| k事件ｶｰﾄを確認す
る。

※千葉地方裁判所本庁の事件と千葉簡易裁判所の事件しか受理できない。

ｰ

※被請求者が被疑者か被告人の第1回公判期日の前であるか後であるか

によって，処理する裁判所が違うので注意する。

請求者の資格を確認し，弁護人以外の者からの請求のときは，戸籍謄本，

住民票等の疎明資料が添付されているか確認する（刑事訴訟法87条1項に

より，勾留取消を請求できるのは，被告人，弁護人，法定代理人，保佐人，

配偶者，直系の親族若しくは兄弟姉妹とされている。）。

弁護人提出の場合は，私選か国選か聞き，私選の場合は，弁護人選任届を

提出済みかどうか確認する。

裁判官との面接希望がある場合，面接日時は検察官の意見が戻ってきてか

ら調整する旨を伝える。ただし，こちらから積極的に面接希望の有無を確認
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する必要はない。

2 被疑者に対する勾留取消請求について

勾留状を発付した裁判官の所属に関係なく，当番裁判官が処理することに

なる。当該日の裁判所に合わせて，地方裁判所の日であれば

■■■(事件符号(む)），簡易裁判所の日であれば刑事雑
る(事件符号(る)）。｜

畷
る（事件符号（る））。

以降の事務処理につ

いては，下記3(3)～と同様（ただし，被疑者段階では，事件記録が存在しな

いので，事件記録に該当する部分は除く）である。

※この後の処理は，全て受け付けた裁判所名で処理する。
コヨ

※被疑者段階では，勾留取消請求の判断主体は「裁判官」なので，勾留状の

発付庁が地裁でも簡裁でも千葉地方裁判所,千葉簡易裁判所の枠組みに縛

られずに処理することが可能(刑訴法207条1項)。

3 被告人に対する第1回公判期日前の勾留取消請求について

四
申
０

(事件符号（む）），

(事件符号（る））。

(1)地方裁判所の事件については

簡易裁判所の事件については刑事雑事件簿で立件する

’
起訴されている裁判所名に合わせる。求意見は勾留（

取消請求時の当番裁判官が，勾留取消請求に対する判断は検察官からの意

見提出時の当番裁判官が，それぞれ担当する。令状当番裁判官が，簡易裁

判所所属の裁判官(簡裁判事)のときは地方裁判所の事件の勾留取消請求は

処理できず，令状当番表に○印が付いている裁判官のときは簡易裁判所の

事件の勾留取消請求は処理できないので，これらの場合には，「在庁時間

外の令状事務処理基準」（次の①～⑤の順）に従って処理する。

① 在庁する刑事部の裁判官

②当該日の夜間当番裁判官

③その翌日以降の｜ 霊住の夜間当番裁判官(当該日に近接する日の
夜間当番裁判官が優先する。）

区 ヱ

■

１
１
。

④
⑤

その他の刑事部の裁判官

’
その他の民事部の裁判官

’

- 19-
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※ 被疑者段階では，勾留取消請求の判断主体は「裁判官」なので，勾留状の

発付庁が地裁でも簡裁でも千葉地方裁判所，千葉簡易裁判所の枠組みに縛

られずに処理することが可能(刑訴法207条1項)。

(3)検察官へ求意見

求意見書を別紙1若しくは2（※2）を使用して作成し，求意見書，勾

留取消請求書の順に合てつして,地方裁判所の事件倒
した事件関係送付簿により，簡易裁判所の事件については事件関係送付簿

（緑色のファイル）（以下，両者を単に「送付簿」という。）で検察庁へ

送付する。

（4）検察官から意見書と捜査記録が提出されたら，次のとおり事件記録の所

在を確認する。

ア 地方裁判所の事件の場合

陸利用して担当部を確認して担当部の主任書
記官に連絡し，事件記録の所在を確認する（休前日の地裁受理の事件につ

いては刑事訟廷で記録を保管しているので,刑事訟廷事件係長又は刑事訟

廷管理官まで連絡してください。）（※1）。

イ 簡易裁判所の事件の場合

千葉簡裁刑事担当主任書記官又は千葉簡裁庶務課長に連絡して，事件

記録の所在を確認する（※1 ）。

（5）令状当番裁判官（検察庁からの意見書提出時又は面接日の当番裁判官）

に検察官からの意見書，捜査記録，事件記録を提出し，許否の判断をして

もらう。

なお，弁護人に面接希望がある場合で，担当裁判官がこれに応じる意向

のあるときは，許否の判断をする前に請求者に連絡して，面接日時を打ち

合わせる。

（6）許可の場合は別紙3若しくは4（※2）の書式を，却下の場合は別紙5

若しくは6（※2）の書式を使って決定書を起案して裁判官の印をもらう。

（7）決定（却下）した場合の事務

決定謄本を作成する。作成する謄本の数は，検察庁用に2通，請求者用

に1通（請求者と弁護人が別のときは弁護人にも1通），被疑者又は被告

人用に1通，千葉地裁刑事訟廷事務室記録係又は千葉簡裁刑事係用に1通

の計5通となる（請求者と弁護人が別の場合は5通十弁護人の数）。

決定謄本を送達する（検察庁へは捜査記録とともに送付簿で送付し，決

定原本の余白に「本謄本は即日送付簿により検察庁に送付した 裁判所書

記官」とのゴム印を押して認印する。弁護人に対しては，決定が出た旨を

速やかに電話で連絡する。請求者，被告人（被疑者）へは，週明けに送達

するので,謄本を,地裁分は刑事訟廷に,簡裁分は,千葉簡裁へ引き継ぐ｡）。

なお，請求者が決定謄本を受け取りに来るときは，別紙7（※2）の書

式を使って交付送達する。

(8)処理が終わった勾留取梢関係書類と事件記録は,引継用のかご［

ｰ

ｰ
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|[二 1に入れて次の当直員に引き継ぎ,休日最終日の宿直員は翌
日に刑事訟廷又は簡裁刑事係に引き継ぐ。

4 被告人に対する第1回公判期日後の勾留取消請求について

第1回公判期日後の勾留取消請求は，令状当番裁判官ではなく，公判担当

の裁判官が処理することになるので，担当部の主任書記官ないし簡裁刑事係

に連絡すること（※1）。

※1 主任書記官及び刑事訟廷管理官等への連絡先は，当直室備え付けの

連絡先を参照する。

別紙1～7の用紙は,当直室の|I※2

’

ー

ｰ
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勾留取消の流れ

||勾留取消申請 ｜’

↓
|…｜
当直日付印を押す。

｜

’|’ |（立件する裁判所に注意）

、／
被疑者又は千葉地裁起訴の第1回公判期

日前の被告人

千葉地裁起訴の第

1回公判期日後の

被告人

ｰ

11
M

I↓’ 裁判官に処理について指示を仰ぐ。
千葉簡裁刑

事担当主任

書配官又は

千葉簡裁庶

務諜長に,処

理について

指示を仰ぐ。

担当部の主

任書配官又

は担当害配

官に連絡し，

処理につい

て指示を仰

ぐ。

※処理する裁判官について要確認

検察官へ求意見

I
7

求意見が戻されたら裁判官の判断を仰ぐ。（戻されない場合は，ここまでで事務処理終了）

※処理する裁判官について要確認

ｰ

|’

Ｉ
Ｉ
Ｐ
，

■
■
Ｌ

Ⅱ
■
４

国
日
日
Ｌ

↓↓

刑事担当者へ記録等を引き継ぐ。

-22－

千葉簡裁起訴の被告人

勾留取消請求却下勾留取消する。

決定書作成

謄本送達

決定書作成

謄本送達



3-9 接見等禁止一部解除申請

1 接見等禁止一部解除申請書の受付

当直室窓口において,千葉地裁又は千葉簡裁で接見等禁止決定をした被疑

者又は被告人について，接見等禁止一部解除申請書が提出された場合，次の

とおり応対する。

（1）申請者に対し，①当直明けの開庁日の処理で構わないか否か，②被申請

者は被疑者か被告人か，③被告人であれば，起訴されたのは千葉地裁か千

葉簡裁か，第1回公判期日の前・後，以上の点を確認する。

※請求書の記載内容も参照する。

被疑者の場合，簡裁で接見等禁止決定を出していれば（る）の番号が，

地裁で接見等禁止決定を出していれば（む）の番号が記載されている。

被告人の場合，簡裁に起訴されていれば（ろ）の番号が，地裁に起訴

されていれば（わ）の番号が記載されている。ｰ

幽i地蕊灘’苗地裁か干蕊簡裁か蕊‘園公判翰日”
(2

…函

｜で，簡裁の場合は，千葉簡裁刑事担当主任書記官又は千葉簡裁庶
｜

園
務課長に連絡して指示を仰ぐﾞ（主任書記官への連絡先は，当直室備え付け

の連絡先を参照する。）。

（3）申請書に当直受付印を押印する（時刻の記入は不要）。裁判官の職権発

動を促す申請のため，立件は不要である。

2 接見等禁止一部解除申請書受付後の処理

被請求者が，第1回公判期日後の被告人であるか，被疑者又は第1回公判

期日の前の被告人であるかによって，処理する裁判所が異なるので，場合分

けして説明する。

(1)第1回公判期日後の被告人の接見等禁止一部解除申請

令状当番裁判官ではなく，公判担当の裁判官が処理することになるので，

地裁担当部の主任書記官又は簡裁刑事主任書記官に連絡し，当直明けの開

庁日の処理で構わないか否かについての請求者の意向を伝えた上で，処理

について指示を仰ぐ。地裁担当部の主任書記官及び簡裁刑事主任書記官の

連絡先は，当直室に備え付けられている。

（2）被疑者又は第1回公判期日前の被告人の接見等禁止一部解除申請

当直明けの開庁日の処理で構わないか否かについての請求者の意向を令

壮当番裁判富に伝え，どの段階まで手続を進めるのか（手続を進行させず
当直明けの開庁日に引き継ぐのか，求意見をするなど手続を進行するのか）

について指示を仰ぎ，それに従って以下の事務処理を行う。

ただし，令状当番裁判官が，簡易裁判所所属の裁判官(簡裁判事)のとき

は地方裁判所で出した接見等禁止決定に対する一部解除申請は処理でき

ず，令状当番表に○印が付いている裁判官のときは簡易裁判所で出した接

ｰ
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見等禁止決定に対する一部解除申請は処理できない。

これらの場合には，「在庁時間外の令状事務処理基準」（次の①～⑤の

順）に従って判断する裁判官を決め指示を仰ぐ。

① 在庁する刑事部の裁判官

② 当該日の夜間当番裁判官

③その翌日以降の■ 腫住の夜間当番裁判官（当該日に近接する日
の夜間当番裁判官が優先する。）官

一
画
圓

１

の刑事部の裁判④ その他のヲ

■■■■
⑤ その他のIの民事部の裁判官

I
－一一

ア 手続を進行させず当直明けの開庁日に引き継ぐ場合

付菱に指示の日付と時刻，「●●裁判官より当直明けの開庁日の処理

で可との指示あり」と記入し，聴取者の氏名を記載して申請書に貼付す

る。

令状関係書類引継簿のその他欄に「接見等禁止一部解除申請書（処理

は開庁日）」と記載して当直明けの開庁日に簡裁又は地裁刑事訟廷に引

き継ぐ。引継ぎ先は以下の方法に従って確認する。

㈱ 被疑者の場合

A 接見等禁止決定を簡裁で出している→簡裁

B 接見等禁止決定を地裁で出している→地裁
fr)被告人の場合

A 簡裁に起訴されている→簡裁

B 地裁に起訴されている→地裁

ー

ごロ

イ 即日処理はせず，翌当直日に処理を委ねる場合 ”

付簔に指示の日付と時刻，「●●裁判官より翌当直日の処理に委ねる

よう指示あり」と記入し，聴取者の氏名を記載して申請書に貼付する。

次の当直員に，書類を示しながら裁判官の指示及び申請書の保管場所

を伝え，翌当直日の裁判官に判断をしてもらうように確実に引き継ぐ。

ウ 検察官への求意見まで進めることになった場合

㈱ 裁判官から検察庁への求意見まで進めるよう指示があったら，当直

室備え付けの次の角印を接見等禁止一部解除申請の余白に押して，裁

判所書記官欄に日付を記入した上でその下の欄に書記官の認印を押す。
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（ｲ）申請書のコピーを－部とり，原本は事件関係送付簿により検察庁へ

送付する。

（ｳ）求意見をした当直員の当直時間中に検察庁からの意見が戻らない場

合，申請書のコピーを，令状関係書類引継簿のその他欄に「接見等禁

止一部解除申請書写し（検察庁に求意見中）」と記載して，次の当直

員に引き継ぐ。

開庁日直前の当直員は，開庁日に簡裁又は地裁刑事訟廷に引き継ぐ

（引継ぎ先は2(2)アのとおり。）。

3 検察官から接見等禁止一部解除申請に対する意見と捜査記録が提出された

場合の処理

被請求者が，第1回公判期日後の被告人であるか，被疑者又は第1回公判

期日の前の被告人であるかによって，処理する裁判所が異なるので，場合分

けして説明する。

(1)第1回公判期日後の被告人の場合

令状当番裁判官ではなく，公判担当の裁判官が処理することになるので，

地裁担当部の主任書記官又は簡裁刑事主任書記官に連絡し，処理について

指示を仰ぐ。地裁担当部の主任書記官及び簡裁刑事主任書記官の連絡先

は，当直室に備え付けられている。

（2）被疑者又は第1回公判期日前の被告人の場合

令状当番裁判官に許否の判断をするのかについて指示を仰ぐ。

ただし，令状当番裁判官が，簡易裁判所所属の裁判官(簡裁判事)のとき

は地方裁判所で出した接見等禁止決定に対する一部解除申請は処理でき

ず，令状当番表に○印が付いている裁判官のときは簡易裁判所で出した接

見等禁止決定に対する一部解除申請は処理できない。

これらの場合には，「在庁時間外の令状事務処理基準」（次の①～⑤の

順）に従って判断する裁判官を決め指示を仰ぐ。

① 在庁する刑事部の裁判官

② 当該日の夜間当番裁判官

③その翌日以降の’ 麗住の夜間当番裁判官(当該日に近接する日
の夜間当番裁判官が優先する。）

④その他の刑事部の裁判官｜

’

写

ｰ
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裁判長（官）の命による求意見

裁判所書記官

平成 年 月 日

検察官

平成 年 月 日

可
・
否

印



その他の民事部の裁判官⑤

口
ア 即日許否の判断をする場合

裁判官に接見等禁止一部解除申請書（検察官の意見付き），捜査記録

を提出し，許否の判断をしてもらう。

(ｱ）許可の場合は，別紙8又は9（※）の書式を使って決定書を起案し

て裁判官の印をもらう。

解除決定が出たら，決定謄本を作成する。作成する謄本の数は，検

察庁用に2通，被疑者又は被告人用に1通，請求者用に1通（被疑者

が請求者のときは不要）の計4通となる。

検察庁へは捜査記録とともに決定謄本を事件関係送付簿で送付し,決

定原本の余白に｢本謄本は即日送付簿により検察庁に送付した 裁判所

書記官」とのゴム印を押して認印する。弁護人からの請求だった場合に

は，弁護人に対し決定が出た旨を速やかに電話で連絡する。請求者，被

告人（被疑者）へは，週明けに決定謄本を送達するので，決定謄本を，

地裁分は刑事訟廷に，簡裁分は千葉簡裁に，令状関係書類引継簿のその

他欄に｢接見等禁止一部解除申請書,接見等禁止一部解除決定謄本●通」

と記載して翌営業日に簡裁又は地裁刑事訟廷に引き継ぐ｡引継ぎ先は2

(2)アのとおり。

なお，請求者が決定謄本を受け取りに来るときは，当直室備え付けの

送達報告書の書式を使って交付送達する。

(ｲ）職権を発動しない場合は申請書余白に

｢職権を発動しない。

平成●●年●●月●●日

千葉●●裁判所

裁判官 ● ● ● ●」

と記載し，裁判官の印をもらう。

裁判官の印をもらったら，職権を発動しない旨の文言と裁判官の印の

ある接見等禁止一部解除申請書のコピーを取り（コピーは前記文言と裁

判官印のあるページだけでよいし，謄本認証も不要），捜査記録ととも

に事件関係送付簿で検察庁に送付する。

申請者が被疑者の場合,酢使用して,留置担当職員を通じて職権
を発動しない旨被疑者に電話で通知する。申請者が弁護人の場合，弁護

人に電話で職権を発動しない旨通知する。

通知が終わったら申請書の職権不発動文言の下に｢平成●年●月●日，

上記の旨，検察官及び申請者に通知済 裁判所書記官」と記載して認印

を押す。

処理が終わった接見等禁止一部解除申請書は，令状関係書類引継簿の

その他欄に「接見等禁止一部解除申請書」と記載して翌営業日に簡裁又

ｰ

ｰ
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は地裁刑事訟廷に引き継ぐ。引継ぎ先は2(2)アのとおり。

イ 即日処理はせず，翌当直日に処理を委ねる場合

付雲に指示の日付と時刻，「●●裁判官より翌当直日での処理に委ね

るよう指示あり」と記入し，聴取者の氏名を記載して申請書に貼付する。

次の日直員に，書類を示しながら裁判官の指示及び申請書．捜査記録

の保管場所（記録用ロッカー）を伝え，翌当直日の裁判官に判断をして

もらうように確実に引き継ぐ。

ウ 判断をせず当直明けの開庁日に引き継ぐ場合

捜査記録を事件関係送付簿を使用して検察庁に返還する。

付簔に指示の日付と時刻，「●●裁判官より当直明けの開庁日の処理

で可との指示あり」と記入し，聴取者の氏名を記載して申請書に貼付す

る。

接見等禁止一部解除申請書は，令状関係書類引継簿のその他欄に「接

見等禁止一部解除申請（判断は開庁日）」と記載して翌営業日に簡裁又ｰ

は地裁刑事訟廷に引き継ぐ。引継ぎ先は2(2)アのとおり‘

※別紙8及び9の用紙は,当直室の’

ｰ
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別紙1

平成●●年（●）第●●●●●号

求 意 見

被疑者 千 葉 健

被疑者に対する ●● 被疑事件について，別添のとおり ●●（請求者，

eX弁護人）から勾留取消の請求があったので，意見 を求める。

なお，不相当とするときは，具体的な理由を添えられたい。

ｰ

平成●●年●●月●●日

千葉●●裁判所

裁 判 官

千葉地方検察庁 検察官 殿

● ● ● ●

一息

見

と思料する。上記勾留取消の請求は，

由理
ｰ

平成 年 月 日

検 察 庁

検 察 官

千葉●●裁判所

御 中



別紙2

平成●●年（●）第●●●●●号

垂忌

求 見

被告人 千 葉 健

被告人に対する ●● 被告事件について）別添のとおり ●●（請求者，

ex弁護人）から勾留取消の請求があったので，意見 を求める。

なお，不相当とするときは，具体的な理由を添えられたい。

ｰ

平成●●年●●月●●日

千葉●●裁判所

裁 判 官 ● ● ● ●

千葉地方検察庁 検察官 殿

一
息 見

と思料する。上記勾留取消の請求は，

由理
写

平成 年 月 日

検 察 庁

検 察 官

千葉●●裁判所

御 中



別紙3

本決定謄本即日検察庁に送付済 裁判所書記官

平成●年（●）第●●号

勾 留 取 消 決 定

住 居

職 業

●●

●●

● ● ● ●

昭和●年●月●日生

上記の者に対する●●被疑事件につき，被疑者に対する勾留は，勾留を継続する理由及

び必要がなくなったから●●●（請求者）の請求により検察官の意見を聴いた上，これを

取り消す。
ｰ

平成●年●月●日

千葉●●裁判所

の
》【》 「

》
Ｆ 【
》

裁 判 官

ｰ
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別紙4

本決定謄本即日検察庁に送付済 裁判所書記官

平成●●年（●）第●●号

勾 留 取 消 決 定

住 居・ ●●

職 業 ●●

● ● ● ●

昭和●年●月●日生

上記の者に対する●●被告事件につき，被告人に対する勾留は，勾留を継続する理由及

び必要がなくなったから●●●（請求者）の請求により検察官の意見を聴いた上，これを

取り消す。ー

平成●年●月●日

千葉●●裁判所

裁 判 官 ●

【
》

● qD

シ

－1|－



別紙5

本決定謄本即日検察庁に送付済 裁判所書記官

平成●年（●）第●●号

勾留取消請求却下決定

住 居

職 業

●●

●●●

● ● ● ●

昭和●年●月●日生

上記の者に対する●●被疑事件について，●●●（請求者）から勾留取消しの請求があ

ったので，検察官の意見を聴いた上，次のとおり決定する。

上記請求は，勾留を継続する理由及び必要があるものと認められるので，これを却下す

る。ｰ

平成●年●月●日

千葉●●裁判所

● ●【、 q】裁 判 官

ｰ

‐11-



別紙6

本決定謄本即日検察庁に送付済 裁判所書記官

平成●年（●）第●●号

勾留取消請求却下決定

住 居

職 業

●●

●●●

● ● ● ●

昭和●年●月●日生

上記の者に対する●●被告事件について，●●●（請求者）から勾留取消しの請求があ

ったので，検察官の意見を聴いた上，次のとおり決定する。

上記請求は，勾留を継続する理由及び必要があるものと認められるので，これを却下す

る。回

平成●年●月●日

千葉●●裁判所

【，1】 【，

【》

裁 判 官

ｰ
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別紙7

平成●●年（●）第●●●●●号事件番号

生ロ

書（□にしを付した事項に限る。）送 達 報

決定謄本送 達 書 類

受 送 達 者 ● ● ● ●

平成●●年●●月●●日午前・後●●時●●分
当庁において交付した。

囮|交付送達
ｰ

書類受領者の
署名又は押印

平成 年 月 日午前・午後 時 分
口郵便事業株式会社 支 店
口 郵便局株式会社 郵便局

の書留郵便に付して発送した。
書留郵便物受領証は，別冊受領証つづりにつづる。
同日民訴規則44条の通知を普通郵便で発送した。

（名宛の場所）
口 訴状（申立書）記載の住居所
口届出のあった送達場所
□ ． ． 付け上申書記載の住居所
□

口 書留郵便
に付する
送 達

送 達方法

口民誰1074

1項1号
口艮誰1074

l駆号,3号，
2項

ｰ

口 公示送達
（書 類）

平成 年 月 日
裁判所書記官が上記書類を保管し，受送達者に交付
する旨を当庁掲示場に掲示した。
（公示送達の効力発生時期 平成 年 月 日の経過）

口公示送達
（呼出状）

平成 年 月 日
上記呼出状を当庁掲示場に貼付した。
（公示送達の効力発生時期 平成 年 月 日の経過）

上記のとおり送達した。

前 同 日

（庁名）千葉地方裁判所

裁判所書記官 ● ● ● ●（職印）



別紙8

平成●年（●）第●号

接見等禁止一部解除決定

被 疑 者 ●

被疑者に対する●被疑事件について，千葉●裁判所裁判官が平成●年●

月●日にした接見等禁止決定は，下記の者との接見及び文書の授受に限り，

これを解除する。

ｰ

記

名
所

●
●

氏
住

平成●年●月●日

千葉●裁判所

裁判 官 ●

ｰ



別紙9

平成●年（●）第●号

接見等禁止一部解除決定

被

生ロ

人 ●

被告人に対する●被告事件について，千葉●裁判所裁判官が平成●年●

月●日にした接見等禁止決定は，下記の者との接見及び文書の授受に限り，

これを解除する。

記

氏 名 ●

住 所 ●

ｰ

平成●年●月●日

千葉●裁判所

裁判 官 ●

ー


